
令 和 ６ 年 ７ 月 記 者 懇 談 会

日時 令和６年７月２５日（木）

午前１０時３０分

場所 政策会議室

（幹事社 東愛知）

１ 市長あいさつ

２ 市政記者クラブからの質問事項

（１）ＪＲ飯田線 本長篠駅に関して （東日新聞）

３ 市からの発表事項

（１）モブ（新城モビリティフェスタ2024）の開催について （観光課）

４ その他 資料提供

（１）新城市高校生海外派遣行程について (市民自治推進課）

（２）名古屋グランパスエイトとのコラボ企画について （観光課）

（３）旧鳳来総合支所等跡地への生鮮食料品販売を含む商業施設等の

誘致に係るサウンディング型（対話型）市場調査の実施について （鳳来地域課）

５ 8月市長行事予定

次回開催日：8月２6日（月）午後２時



新城市

報道機関発表資料

令和６年７月２５日

本市は、主要な観光地が広域な市域に点在し、そのアクセスは自家用車以外の

選択肢を取りにくい状況であることから、色々な移動手段（モビリティ）につい

て考えるきっかけとして、桜淵公園においてモブ（新城モビリティフェスタ

2024）を開催します。

なお、このモビリティフェスタの一つのイベントとして、公道を使用したロー

ドレースの実施も計画しております。ロードレースについては、最終的な調整が

終了しましたら、改めて情報提供します。

記

１ 開催日時等

令和６年９月８日（日） 午前９時～午後５時

（１）メイン会場イベント

開催場所：桜淵県立自然公園

開催場所：午前９時開始予定

（２）新城ロードレース

コ ー ス：桜淵県立自然公園（START/FINISH 地点）、舟着・八名地区

の公道

開催時間：午前１０時～午後４時（交通規制 ９時頃から順次）

２ 共催

新城市・モビリティ向上委員会

３ 内容

（１）メイン会場イベント

・マルシェ、ワークショップ、アウトドアスポーツ（マウンテンバイ

ク、ＢＭＸ等）体験会

（２）ロードレース ※現在調整中

➀ 競技形式 市内公道を使用したロードレース形式

➁ 参加人数 １７０名程度

③ 距 離 １６０ｋｍ前後

モブ（新城モビリティフェスタ 2024）の開催について



【問合せ先】

産業振興部観光課 課長：横山 担当：川合

電話：0536-23-7613

FAX：0536-23-7047

E メール：asia-games@city.shinshiro.lg.jp



カラダを
動かせ

ば
街も動き

だす！

新城



実施概要

新城モビリティフェスタ２０２４

開催日程 2024年9月8日(日)
9:00 ～17:00

開催会場 メイン会場︓桜淵県立自然公園（新城市庭野八名井田）
ロードレース︓新城市特設周回コース(調整中)

内 容
新城ロードレース

・モータースポーツ×サイクルロードレースコラボイベント

共 催 新城市・モビリティ向上委員会



ごあいさつ アンバサダー 中根 英登/Hideto Nakane

新城モビリティフェスタ2024
アンバサダー

中根 英登
愛知県出身。高校 年の時にロードバイクに乗り始
め中京大学卒業後、 イタリア拠点 、国
内チームの愛三工業レーシングを経て欧州チームへ
移籍。移籍の度にイタリア・フランス・スペインと
生活拠点を移しながら カ国以上を転戦。アジア
で最も格式の高いレースでのステージ優勝やアジア
人最優秀賞獲得などの成績を収める。世界選手権
年連続出場、 年アジア大会銀メダル獲得に貢
献するなど日本代表としても活動しながら、 年
からは世界トップカテゴリーのアメリカ籍チーム・

に移籍し活躍する。 年引
退。現在は日本に帰国し、愛三工業株式会社の社員
として働きながら古巣の愛三工業レーシングの専任
アドバイザーを務めている。

「じてんしゃのまち新城」では市観光課と地域おこし協力隊の連携によりマウンテ
ンバイククラブ発足や、シクロクロス及びロードレース大会の誘致を積極的に行っ
ております。
また私自身も2021年から現在まで、この連携に協力する形で市内の中学校
でキャリア講演会に登壇させていただいたり、ロードバイクアカデミーを開催したり
と、自転車を活用した地域振興に取り組んでいるところです。
一方新城市は、20年続いた新城ラリーでも有名な街です。
多くの人が移動手段として使う車と自転車ですが、これら2つの乗り物は移動
手段としてだけでなく、より速いスピードを求めて作られたレーシングカー(スー
パーカー)やロードバイクによる”競技“が存在します。
そこで既に取り組んでいる事業に加えて、国内トップカテゴリーのロードレースの
開催と自動車と自転車の2つのコラボイベントを「新城モビリティフェスタ」として開
催し、次世代を担う若者や、小さなお子さんたちに“本物“の非日常なスピード
感を生で楽しんでもらい、また夢を持ってチャレンジすることの楽しさを伝える場と
して提供したいと考えています。
モビリティツーリズムを推進する新たな、そして継続性のあるフェスティバルにどう
ぞ皆様、何卒お力添えを賜りますよう、お願い申し上げます。

次世代を担う若者たちに「本物」を、
子どもたちには夢を持ってチャレンジすることの楽しさを!!



新城モビリティフェスタ2024
スペシャルサポーター

元嶋 佑弥

SuperGT300でも活躍の元嶋
佑弥選手をスペシャルサポーターに
迎え、当日はLEXUS LFAを
ロードレースの先導車として走らせ
る他、メイン会場にも展示。
元嶋選手とアンバサダーの中根
氏によるトークショー、キッズのキック
バイク体験会、自転車で市内の
名所や飲食店を回るサイクルラリーも
実施する。

新城市の特産品の販売や展示、
フリーマッケットやワークショップな
ど、地元の美味しいもの、楽しいも
のが盛りだくさん!!

モビリティ×ツーリズム

MotorSport

CycleRoadRace

既存の各事業に新たなコンテンツを加え「新城モビリティフェスタ」として開催します

新城ロードレース（国内最高峰のトップチームに
よる年間ツアーレース）の１戦として開催を予定
（調整中）。

プロチームの選手たちの圧巻の走りは一見の価
値あり。

マルシェ・ワークショップ
スポーツ体験会

新城ロードレース

SuperGT300でも活躍の元嶋
佑弥選手をスペシャルサポーターに
迎え、当日はLEXUS LFAを
ロードレースの先導車として走らせ
る他、メイン会場にも展示。

キッズのキックバイク体験会、自転
車で市内の名所や飲食店を回る
サイクルラリーも実施する。



新城市での取り組み
新城市はモビリティ文化の最先端都市に!!

テクノロジーとアナログの融合する街に!!

自転車は今も昔も変わらず、恐らく子どもが最初に乗るモビリティで
はないでしょうか。

新城市は、2019 年から市内ではスポーツバイクの普及、自転車文
化の市民醸成を図る取り組みに力を入れており、また新城市民や来
訪されるサイクリストが安心して公道を走ることができるまちを創るため
の様々な取り組みも行っています。
一方で新城市では20年の歴史がある新城ラリーに代表するように、

愛知県は言わずと知れた自動車産業の振興県です。
最新のテクノロジーを駆使したラリーカーやスーパーカーは、アナログな
自転車とは対極に見られがちですが「モビリティ」という大きな枠の中で
は同じ乗り物です。
都市計画、産業、交通、教育、これらを観光（ツーリズム）と結び

付け、このフェスティバルのコンセプトとして掲げ、他には無いモビリティ
文化の最先端都市として新城市をPRしていきます。



-各事業の紹介-

iRC TIRE CUP

中根英登氏による
講演会・アカデミー

東郷マウンテンバイククラブ

JBCF新城クリテリウム

2016年より開催されている
シクロクロス大会。新城市の
子供たちによる、長篠陣太
鼓ステージショーや飲食ブー
ス出展あり。

現役時代の2021年から
市内中学校での講演会
やロードバイクアカデミー等
開催。

地域の手で市内に作られたマウン
テンバイクフィールドを活用し2023
年から市内、近郊市外の未就学
児～小学生までの20名ほどの在
籍者を指導しています。

2023年初開催となった新城総合公園でのJBCF
アマチュアカテゴリーのクリテリウム形式のレース。
特にキッズレースは一番の盛り上がりを見せました。



マルシェ、ワークショップ・ニュースポーツエリア ( 来場者 2,000 名 目標 )
市内のファミリーに向けて、新城市が取り組んでいるアウトドアスポーツの体験会、東三河エリアの事業者を主体としたマルシェを実施します。

マルシェ、ワークショップエリア
キッチンカー、テントを含む 30 ブースを予定

二ュースポーツエリア
マウンテンバイク、BMX体験会、ウォーターアクティビティ体験会を予定
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2024年7月25日（水）

モビリティ向上委員会

新城市の未来の“モビリティ”に“スポーツ”と“食”からアプローチする

イベント “モブ ”の開催と“モビリティ向上委員会 ”の設立について。

　ラリー・トレイルランニング・自転車競技など、これまで新城市は様々なスポーツイベントを行っ

てきました。それらが新城市の地に残した功績を後世に繋げていくとともに、スポーツイベントを通

して、新城市の大きな課題のうちのひとつであるモビリティの向上を目指してモビリティ向上委員

会を設立しました。

　モビリティ向上委員会はこの度、新城市や新城市観光協会と連携し、スポーツと食から新城市

の未来のモビリティを考えるイベント“モブ”を9月8日に開催します。桜淵公園をセンター会場とし

ながら、プロによる自転車ロードレースをメインイベント（調整中）に、スポーツ体験イベント、モビリ

ティの展示、様々なキッチンカーや地域の事業者の方たちによるマルシェやワークショップなどを

行います。

　同委員会の設立と“モブ”の実施目的に賛同し様々な協力をいただいく企業各社、新城市観

光協会、新城市、そして市民の方たちの支えで実施される、新城市の未来をつなぐイベントです。

ぜひ、多くの方たちの参加をお待ちしております。
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＜モビリティ向上委員会について＞

新城市内でこれまで行われてきた様々なスポーツイベント。そのスポーツイベントをきっかけに新

城市内の大きな課題であるモビリティの向上を目指して設立しました。モビリティの最も基本的な

単位はカラダ。そのカラダをスポーツや食をきっかけに高めつつ、新城市のモビリティを向上させ

るための様々な施策を、新城市や地域事業者、市民の方たちとともに協力しながら行っていくの

が私たちモビリティ向上委員会です。

〇設立目的地域内の移動手段の多様性と利便性は、地域住民の生活だけでなく、地域外から

　新城市内へ来訪する観光客などにとっても、大変重要な機能だと考えます。その重要な機能

　を新城市にとってふさわしく、かつ、持続性高いものとしていくことを目的とします。

〇実施事業内容

　　（1）モビリティに対する市民の理解を深めるための各種イベントやセミナー

　　（2）新城市のモビリティ向上に資する社会実験事業

　　（3）その他、新城市のモビリティ向上に資する各種事業

当委員会の活動や想いに賛同してくれた各種団体・企業と連携し、
スポーツイベントなどで、市民にこれからのモビリティの考え方や



新城市

報道機関発表資料

令和６年７月２５日

名古屋グランパスエイトは、愛知を代表する地域のお祭りに成長していけるようにと、２

０１９年から毎年テーマを掲げて「鯱の大祭典」を開催しています。２０２４年はテーマに

織田信長公を掲げており、長篠・設楽原の戦いの地である本市とコラボ企画を行います。

※鯱の大祭典の概要については別添参照

記

１ 内容

明治安田生命Ｊ１リーグ第２７節 名古屋グランパスエイト vs サンフレッチェ

広島戦において、会場での自治体ＰＲブースを設けます。

２ 場所

豊田スタジアム

３ 日時

８月１７日(土)１５時００分から

※キックオフは１９時００分

４ その他

・７月２８日(日)軽トラ市、８月１３日(火)新城納涼花火大会の会場にてＰＲを行い

ます。

・８月１日から８月３１日まで、設楽原歴史資料館周辺にのぼり旗を設置しＰＲを行

います。

名古屋グランパスエイト ２０２４年鯱の大祭典コラボ企画について。

【問合せ先】

産業振興部観光課 課(室)長：横山 担当：武川

電話：0536-23-7613

FAX：0536-23-7047

E メール：kankou@city.shinshiro.lg.jp



©NAGOYA GRAMPUS EIGHT Co., Ltd. All Rights Reserved. 禁無断転載・複製

株式会社名古屋グランパスエイト

8/17日 広島戦
ブース出展資料

2024年7月
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試合概要

◆開催日：8月17日（土）19：00キックオフ
◆開催場所：豊田スタジアム
◆対戦相手：サンフレッチェ広島
◆イベント：【実施場所】
　　　　　　　　西イベント広場
　　　　　　【実施時間】
　　　　　　　　15：00～19：00
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■新城市ブース

【内容】
• トリックアート　
• フットゴルフ体験
• 自治体ＰＲ　

実施概要
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レイアウト図



   

新城市 

報道機関発表資料 

令和６年７月２５日 

新城市高校生海外派遣行程について 

 

新城市高校生海外派遣行程が決まりました。行程については下記のとおりで

す。 

 

記 

 

１ 行程 

日 付 発 着 地 時間 交 通 機 関 ス ケ ジ ュ ー ル  

 

 

 

８／２０ 

（火） 

災害対策本部室 2 集合 

豊 橋 

 

京 都 

     

関 西 空 港 

12:30 

13:30 

14:08 

15:34 

16:00 

17:23 

21:55 

公 用 車 

 

こ だ ま 7 2 7 

 

は る か 4 1 

 

T K 8 7 Y 

 

市の公用車にて豊橋駅へ 

豊橋駅到着 

こだま 727 号にて京都駅へ 

京都駅到着 

はるか 41 号にて関西空港駅

へ 

関西空港駅到着 

空路ターキッシュエアライ

ンズにてイスタンブールへ 

 

８／２１ 

（水） 

イ ス タ ン ブ ー ル 

 

テ ィ ヴ ァ ト 

 

ヘルツェグ・ノヴィ 

5:00 

7:30 

8:15 

 

T K 1 0 9 5 Y 

 

イスタンブール空港到着  

ティヴァト空港へ 

ティヴァト空港到着 

車でヘルツェグ・ノヴィへ 

（ホストファミリー宅泊） 

８／２２ 

（木） 

ヘルツェグ・ノヴィ   市内散策 

（ホストファミリー宅泊） 

８／２３ 

（金） 

ヘルツェグ・ノヴィ 10:00 

11:00 

 

午後 

 市長訪問（歓迎会） 

派遣生によるプレゼンテー

ション 

学校訪問、旧市街等の散策 

（ホストファミリー宅泊） 

８／２４ 

（土） 

ヘルツェグ・ノヴィ   市内散策 

（ホストファミリー宅泊） 



 

８／２５ 

（日） 

ヘルツェグ・ノヴィ   市内散策、ホストファミリー

との交流 

（ホストファミリー宅泊） 

 

８／２６ 

（月） 

ヘルツェグ・ノヴィ 

テ ィ ヴ ァ ト  

 

イ ス タ ン ブ ー ル 

 

未定 

未定 

18:30 

21:20 

02:00 

公 用 車 

 

T K 1 0 9 8 Y 

 

T K 1 9 8 Y 

車でティヴァト空港へ 

ティヴァト空港到着 

空路 イスタンブール空港へ 

イスタンブール空港到着 

乗継 羽田空港へ 

 

 

８／２７ 

（火） 

羽 田 空 港 

羽田第 3 ターミナル 

品 川 

 

豊 橋 

 

市 役 所 砂 利 駐 車 場 

19:20 

21:32 

21:51 

22:10 

23:29 

23:40 

0:30 

 

京急本線（青砥

行） 

 

ひ か り 6 6 9 

 

公 用 車 

羽田空港着 

京急本線急行にて品川駅へ 

品川駅到着 

ひかり 669 号にて豊橋駅へ 

豊橋駅到着 

市の公用車にて新城へ 

新城到着後解散 

 ※滞在中は、現地の高校生が一緒に行動し、アテンドしてくれます。 

 

２ 壮行会について 

  日時：令和６年８月９日（金） 午後７時から午後８時まで  

場所：市役所３階 災害対策本部室３  

内容：派遣者が意気込みを発表、派遣者への市長激励 

 

３ 報告会について 

  現在調整中ですが、１１月頃に行う予定です。 

 

 

【問合せ先】 

市民協働部市民自治推進課   課長：牧野 担当：伊豫田・青木・加瀬川 

電話：0536-23-7697 

FAX：0536-23-2002 

Eメール：shiminjichi@city.shinshiro.lg.jp 

 



新城市

報道機関発表資料

令和６年７月２５日

旧鳳来総合支所等の跡地へ生鮮食料品販売を含む商業施設等を誘致するため、

市場性の把握、土地の売買・賃貸等の条件など、今後の公募方法（公募条件等）

の参考にすることを目的としたサウンディング型市場調査を下記のとおり実施

します。

記

１ 提案募集期間

令和６年７月２５日（木）から９月４日（水）まで

２ サウンディングの主な項目（詳細は別添要領）

旧鳳来総合支所等の跡地を活用した、生鮮食料品販売を含む商業施設等の

事業進出についての提案

３ サウンディング実施日

令和６年９月２４日（火）から９月２７日（金）まで

４ 募集方法

市ホームページ等

旧鳳来総合支所等跡地への生鮮食料品販売を含む商業施設等の誘致

に係るサウンディング型（対話型）市場調査の実施について

【問合せ先】

鳳来総合支所 地域課 課長：請井 担当：平、鈴川

電話：0536-22-9933 FAX：0536-32-1170

E メール：hri-tiiki@city.shinshiro.lg.jp



旧鳳来総合支所等跡地への生鮮食料品販売を含む商業施設等の

誘致に係るサウンディング型(対話型)市場調査実施要領

新城市鳳来総合支所 地域課

令和６年７月
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１ 調査の名称

旧鳳来総合支所等跡地への生鮮食料品販売を含む商業施設等の誘致に係るサウンディング

型（対話型）市場調査

２ 調査の目的

新城市鳳来総合支所は、令和５年５月８日から新庁舎で業務を開始しました。これにより

旧鳳来総合支所、旧新城市開発センター及び旧総合庁舎（以下「旧支所等」という。）は解体

撤去し、更地にします。この更地にした跡地の利活用について、以前より鳳来総合支所周辺

地域総合開発計画策定委員会によって検討してきた結果、令和５年２月に「鳳来総合支所等

の跡地活用に関する事項について」の答申がありました。本市ではこの答申を受け、実現可

能か市場調査を行うこととしました。

この旧支所等の跡地へ生鮮食料品販売を含む商業施設等を誘致するため、土地活用に関心

のある事業者と市場性の把握、土地の売買・賃貸等の条件について直接対話し、対話した内

容について可能な範囲で募集要項へ反映し、今後の公募方法（公募条件等）の参考にさせて

いただきます。

【答申書 鳳来総合支所等の跡地活用に関する事項についてより抜粋】

４ 鳳来総合支所等の跡地活用について

上記１から３までを踏まえ、グループワーク等による検討及び意見集約を行った結果、鳳

来総合支所等の跡地活用については、次の２点を答申する。

（１）生鮮食料品が買える場所

車の運転ができない市民でも徒歩、自転車、公共交通機関等を使えば鮮魚を始めとす

る生鮮食料品が購入できるよう、生鮮食料品を扱う店又は商業施設の誘致について取り

組んでいただきたい。

併せて、誘致の際にはオープンカフェ、本の販売や観光案内などの機能も備えた店舗

展開についての働きかけをしていただきたい。

また、事業者誘致のための優遇措置の適用なども検討されたい。

（２）日常又は定期的に市民、観光客等が集い、交流ができる場所

マルシェ、朝市、移動販売、軽トラ市、ワークショップなど様々な目的で使えるよ

う、またイベント以外でも市民からの様々なニーズに対応できるよう概ねフラットなス

ペースとなるよう造成をしていただきたい。

当該スペースに必要がある場合は、管理棟、トイレ、水道設備の整備、Ｓバス利用者

向けの駐車場としての活用、レンタサイクルの整備等について検討し、整備に向けて取

り組んでいただきたい。

なお、跡地活用に当たっては、地域住民の意見を考慮してゾーニング、管理運営方法

等について検討したうえで取り組んでいただきたい。

また、マルシェ、朝市、移動販売、軽トラ市等の販売が継続的に開催されるよう事業

者への積極的な働きかけを行っていただきたい。
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３ スケジュール

４ 調査の内容

旧支所等の跡地を活用し、生鮮食料品販売を含む商業施設等の事業進出についてお聞きし

ます。ご回答いただける範囲で、ご意見ご提案をお聞かせください。

【備考】

本サウンディングの段階においては既存建物が建っていますが、対象となる土地は更地

の状態にして入札等を行います。

５ 対象地の概要

実施要領の公表・配布 令和６年７月２５日（木）

エントリーシートの提出期限 令和６年９月４日（水）の１７時まで

事前ヒアリングシートの提出期限 令和６年９月４日（水）の１７時まで

サウンディング（対話）の実施 令和６年９月２４日（火）から２７日（金）

結果の公表 令和６年１１月下旬頃を予定

・答申内容(1)生鮮食料品が買える場所に関する事業化の可能性について

・答申内容(2)日常又は定期的に市民、観光客等が集い、交流ができる場所に関する事業化

の可能性について

・答申内容以外での事業化の可能性について

・事業化への課題や条件について

・土地の購入・賃貸借等の希望について

・計画を具体化するに当たり、行政に期待する支援や配慮してほしい事項等について

所 在 地 新城市長篠字下り筬１番地２

地 目 ・ 地 籍 宅地・４，９８０㎡ ※今後変更となる場合があります。

都市計画による制限

地域地区：準都市計画区域

用途地域：

建ぺい率：６０％、容積率：２００％

そ の 他：特定用途制限地域が適用されます。

供
給
施
設

上 水 道 上水道（敷地内に引込済、加入口径１３ミリ）

下 水 道 合併処理浄化槽

プロパンガス プロパンガス

交

通

鉄 道 ＪＲ飯田線 本長篠駅より約１００ｍ

バ ス
豊鉄バス田口新城線その他市営バス 本長篠バスターミナルバス

停より約５０ｍ、鳳来総合支所バス停より約３０ｍ

公
共
施
設

小 学 校 鳳来中部小学校 約５００ｍ

中 学 校 鳳来中学校 約２００ｍ

市 役 所 等
鳳来総合支所 約３０ｍ 市民センターほうらい 約３０ｍ

ふれあいパークほうらい 約５００ｍ
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６ 調査の実施

⑴ 調査参加対象者

当該調査に参加できるものは、対象地の活用に関心のある企業、法人等とします。ただ

し、次のいずれかに該当する場合は、調査参加対象者と認めないこととします。

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項に規定する者

イ 地方自治法施行令第 167 条の４第２項に基づく市の入札参加制限を受けている者

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）及び破

産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく手続開始の申立てがなされている者

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６

号に規定する暴力団員であると認められる者又は新城市暴力団排除条例に該当する者

オ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者

カ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどをしたと認められる者

キ 役員等が暴力団又は暴力団員の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認めら

れる者

ク 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147 号）に基

づく処分を過去及び現在において受けている団体及びその代表者、主催者又はその他の

構成員

ケ 国税及び地方税を滞納している者

⑵ 調査参加希望者の受付

ア 参加を希望する者は、エントリーシート（様式１）と事前ヒアリングシート（様式

２）に必要事項を記入し、電子メールにて提出期限内に提出してください。提出後は、

「９ 問い合わせ先及び申込先」へ電話連絡を行い、到着確認を行ってください。

イ 提出期限は、令和６年９月４日（水）の 17時までとします。

⑶ サウンディング（対話）の実施

ア サウンディングは、参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行いま

す。

イ エントリーシート等受領後、実施日時及び場所を電子メールにてご連絡します。ただ

し、ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

ウ 実施期間は、令和６年９月２４日（火）から９月２７日（金）までとし、時間は９時

から 17 時までの間で実施します。

エ 場所は、新城市鳳来総合支所（新城市長篠字仲野 16 番地 11）とします。

⑷ サウンディングの結果

サウンディングの結果については、概要を公表します。なお、参加事業者の名称、

事業者のノウハウ及び知的財産に当たる部分は公表しません。
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⑸ サウンディング調査の実施後について

サウンディング調査の結果を踏まえ、本件対象地に係る条件等を検討し、別途、入札等

を実施することになります。

７ 留意事項

⑴ サウンディング調査の内容は、今後行う対象地の活用検討の参考といたします。

双方の発言、説明ともあくまで対話時点での想定のものとし、何ら約束等するものではない

ことにご留意ください。

⑵ 対象地に係る事業者公募等を実施することとなった場合、サウンディング調査への参加実

績が優位性を持つものではありません。

⑶ 説明資料の提出は求めませんが、必要と考える場合はご持参ください。この場合、提出い

ただいた書類は返却しません。

⑷ 本調査への参加に要する費用は、参加者の負担とします。

⑸ 本サウンディング終了後も必要に応じて追加の対話（文書での照会を含む。）やアンケー

ト等を実施させていただくことがあります。その際にはご協力をお願いします。

⑹ 本市が提供する資料は、本調査の参加に係る検討以外の目的での使用を禁じます。

８ 資料等

⑴ 資料１「位置図」

⑵ 資料２「現状写真」

⑶ 資料３「答申書 鳳来総合支所等の跡地活用に関する事項について」

⑷ 様式１「旧鳳来総合支所等跡地への生鮮食料品を含む商業施設等の誘致に係るサウンデ

ィング型（対話型）市場調査エントリーシート」

⑸ 様式２「旧鳳来総合支所等跡地への生鮮食料品を含む商業施設等の誘致に係るサウンデ

ィング型（対話型）市場調査事前ヒアリングシート」

９ 問い合わせ先及び申込先

〒441-1692 愛知県新城市長篠字仲野 16 番地 11

新城市鳳来総合支所 地域課 地域振興係

電話：0536-22-9933（直通） ＦＡＸ：0536-32-1170

電子メール：hri-tiiki@city.shinshiro.lg.jp



資料１「位置図」

〇所在地：新城市長篠字下り筬１番地２

新城市鳳来総合支所



資料２「現状写真」

① ②

③ ④

⑤ ⑥



答 申 書
_＿＿＿＿＿＿＿＿__________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

鳳来総合支所等の跡地活用に関する事項について

令和５年２月２１日

鳳来総合支所周辺地域総合開発計画策定委員会

資料３
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１ 鳳来総合支所等の概況について

鳳来総合支所等の土地面積は約 5,000 ㎡となっている。土地の形状としては、北

側は国道に約９６ｍ面しており間口は広い一方、南側は市道に約４２ｍ面しており

北側に比べ間口は狭い。奥行きは約８０ｍとなっている。用地の南側については生

活道路の確保に係る配慮や、防火水槽が設置されているなどの課題や制約が多い。

また、鳳来総合支所等の建物については、いずれも建築されてから５０年程度が

経過し、老朽化が進んでいるものばかりである。

鳳来総合支所は、平成１３年度に耐震補強工事を実施しているが、開発センター

及び旧総合庁舎については耐震基準を満たしていない。また、施設、設備とも老朽

化に伴う不具合が複数発生している状況である。

２ 鳳来総合支所、開発センター、旧総合庁舎等の建物の取り扱いについて

鳳来総合支所周辺地域総合開発計画では、これらの建物については取り壊すこ

とを前提に策定されているが、本委員会において跡地活用を検討するにあたり、

改めて建物の取り扱いについて検討した。

その結果、これらの建物はすべて解体及び撤去し、更地にすべきという検討結

果に至り、令和４年９月２２日に中間答申書を市長へ提出した。

３ 本委員会による鳳来総合支所周辺地域の現状認識について

（１）鳳来総合支所周辺地域には生鮮食料品を扱う店がない。一方で、軽トラ市など

において地元商業者の出店意欲は高い状況にある。

（２）本長篠バスターミナルと本長篠駅間の関連性が低く認知度が低い。一方で、公

共交通網及び道路網が比較的整っているほか、鳳来総合支所、郵便局等がバスタ

ーミナル周辺に近接する状況にある。

（３）鳳来地区には観光に関する拠点がなく、各種ＰＲも不足している。また、季節

や天候を問わず人が賑わう（集う）施設がない。一方で、観光資源が豊富にあり、

行楽シーズンには多くの観光客で賑わっている。また、歴史、文化に関する施設

がありネットワーク化が図りやすい状況にある。

（４）少子高齢化が顕著である一方で、高齢者向けのサービス事業者が点在している

状況にある。

４ 鳳来総合支所等の跡地活用について

上記１から３までを踏まえ、グループワーク等による検討及び意見集約を行った

結果、鳳来総合支所等の跡地活用については、次の２点を答申する。
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（１）生鮮食料品が買える場所

車の運転ができない市民でも徒歩、自転車、公共交通機関等を使えば鮮魚を始

めとする生鮮食料品が購入できるよう、生鮮食料品を扱う店又は商業施設の誘致

について取り組んでいただきたい。

併せて、誘致の際にはオープンカフェ、本の販売や観光案内などの機能も備え

た店舗展開についての働きかけをしていただきたい。

また、事業者誘致のための優遇措置の適用なども検討されたい。

（２）日常又は定期的に市民、観光客等が集い、交流ができる場所

マルシェ、朝市、移動販売、軽トラ市、ワークショップなど様々な目的で使え

るよう、またイベント以外でも市民からの様々なニーズに対応できるよう概ねフ

ラットなスペースとなるよう造成をしていただきたい。

当該スペースに必要がある場合は、管理棟、トイレ、水道設備の整備、Ｓバス

利用者向けの駐車場としての活用、レンタサイクルの整備等について検討し、整

備に向けて取り組んでいただきたい。

なお、跡地活用に当たっては、地域住民の意見を考慮してゾーニング、管理運

営方法等について検討したうえで取り組んでいただきたい。

また、マルシェ、朝市、移動販売、軽トラ市等の販売が継続的に開催されるよ

う事業者への積極的な働きかけを行っていただきたい。

５ 答申内容の見直し等について

鳳来総合支所新庁舎については令和５年５月８日の開所を予定している。一方、

鳳来総合支所等については、現在アスベスト調査及び解体・撤去工事の設計業務が

進められており、令和５年度以降において、鳳来総合支所等の解体・撤去が行われ

る見込みとなっている。

この間において、鳳来総合支所新庁舎周辺を取り巻く環境についても、答申時か

ら大きな変化が生じる可能性がある。その際は答申内容の見直しを適宜行うよう配

慮されたい。

また、近隣の市有地等において開発等が進められる場合は、本答申書の内容が反

映されるよう配慮されたい。

６ 附帯意見について

跡地活用に関して検討を行ったところ、次の意見が挙がった。

（１）本長篠バスターミナル及び本長篠駅については、鳳来地区の中心核ゾーンに位

置しており、その機能の向上等を図るための意見として次の３点が挙がった。

① 本長篠バスターミナルは、新城市地域公共交通計画（以下「交通計画」とい
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う。）において鳳来地区の公共交通主要拠点として位置づけられている。交通計

画で掲げる本長篠駅から本長篠バスターミナル間のカラー舗装及び看板を用い

た動線づくり並びにバスターミナルの待合環境の整備について取り組んでいた

だきたい。

② ＪＲ飯田線、豊鉄バス、Ｓバス、高速バス山の湊号の乗り継ぎを意識した時

刻表及び経路の見直しを行うとともに、時刻表等に観光案内も含めた看板の作

成について取り組んでいただきたい。

③ 本長篠駅と本長篠バスターミナル周辺地域間の開発（道路拡張、景観向上等）

について検討し、取り組んでいただきたい。

（２）鳳来地区における観光資源の利活用等を一層進めるための意見として、次の２

点が挙がった。

① 観光課、観光協会、教育委員会等の関係機関との意見交換や連携に関する調

整実施に取り組んでいただきたい。

② 目玉となる土産品の創出、既存土産品も含めたＰＲ強化に関して、担当課へ

の状況確認や働きかけをしていただきたい。

（３）高齢者や鳳来地区で就労を希望する者への支援に関する意見として、次の２点

が挙がった。

① 高齢者、農林業従事者等に対し、宿泊体験ができる部屋等を提供する仕組み

作りについて取り組んでいただきたい。

② 高齢者世帯等が自宅で安心して生活できるための課題解決機能の推進につい

て取り組んでいただきたい。
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＜参考資料＞

１ 鳳来総合支所周辺地域総合開発計画（跡地活用）策定委員会 委員名簿

氏 名 所 属 備 考

1 村田 和久 鳳来中部地区区長会長

2 原田 哲夫 鳳来中部地域協議会長

3 原田 定充 鳳来南部地域協議会長

4 牧野 明 鳳来東部地域協議会長 委員長

5 原田 守 鳳来北西部地域協議会長

6 菅沼 靖久 鳳来地区自治振興事務所長

7 岩本 聡 長篠開発委員会委員

8 鈴木 由香 長篠開発委員会委員

9 潤 実香 前長篠開発委員会委員

10 源 昌樹 若者代表

11 柿原 弘幸 社会福祉協議会

12 内藤 里巳 女性代表 副委員長

13 片桐 美穂 子育て世代

14 外山 嗣 商工会関係

15 田實 健一 商工会関係

16 小野 悠 豊橋技術科学大学准教授
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２ 鳳来総合支所周辺地域総合開発計画策定委員会 開催状況

開 催 日 主 な 内 容

令和 ４年 ６月１５日（水）

第１回委員会

・委嘱状の交付について

・委員長及び副委員長の選任について

・鳳来総合支所周辺総合開発計画基本計画書について

・現鳳来総合支所、開発センター、旧総合庁舎の取り

扱いについて

令和 ４年 ７月１９日（火）

第２回委員会

・建物内及び建物周辺の現地確認について

・鳳来総合支所に新設される（仮称）市民センター及

び（仮称）支所西館の名称について

・鳳来総合支所等敷地の現況について

・鳳来総合支所等敷地に関する規制等について

・委員による意見交換について

令和 ４年 ９月 １日（木）

第３回委員会

・建設中の鳳来総合支所等の名称について

・現鳳来総合支所等の活用に係る中間答申（案）につ

いて

・委員による意見交換について

令和 ４年１０月１４日（金）

第４回委員会

・跡地活用に関する意見交換について（跡地、周辺市

有地）・・・グループワーク

令和 ４年１１月１８日（金）

第５回委員会

・跡地活用に関する意見交換の結果について

・答申書の骨子について

令和 ５年 １月１３日（金）

第６回委員会

・鳳来総合支所等の跡地活用に関する答申書の内容確

認について



様式１

旧鳳来総合支所等跡地への生鮮食料品販売を含む商業施設等の誘致に係る

サウンディング型（対話型）市場調査エントリーシート

※ 対話の実施期間は、令和６年９月２４日（火）から９月２７日（金）の９時から 17 時ま

での間とします。

※ エントリーシート受領後、調整の上、実施日時及び場所を電子メールにてご連絡します。

（ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。）

※ 対話に出席する人数は、１グループにつき３名以内としてください。

１

事 業 者 名

所 在 地

担 当 者

氏 名

部 署 名

電 話 番 号

E - m a i l

２

☑サウンディングの希望日を記入し、都合の良い時間帯に をしてください。

第 １ 希 望 日 月 日（ ） □10～12 時 □13～15 時 □15 時～17 時

第 ２ 希 望 日 月 日（ ） □10～12 時 □13～15 時 □15 時～17 時

３

サウンディング

参加予定者氏名
部署・役職
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様式２

旧鳳来総合支所等跡地への生鮮食料品販売を含む商業施設等の誘致に係る

サウンディング型（対話型）市場調査事前ヒアリングシート

１．答申内容(1)生鮮食料品が買える場所に関する事業化の可能性について

２．答申内容(2)日常又は定期的に市民、観光客等が集い、交流ができる場所に関

する事業化の可能性について

事 業 者 名

所 在 地
〒

担 当 者

部 署 名

氏 名

電 話 番 号

E - M a i l

３．答申内容以外での事業化の可能性について
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１．事前ヒアリングシートは、令和６年９月４日（水）１７時までに電子メールに
て提出してください。

２．記入欄の枠が不足する場合は、適宜サイズを大きくしてご利用ください。

４．事業化への課題や条件について

５．土地の購入・賃貸借等の希望について

６．計画を具体化するに当たり、行政に期待する支援や配慮してほしい事項等について

７．その他本事業への意見、市への要望等について



新　城　市　長　日　程　予　定　表 新城市

作成現在日：

日 曜日 行　　　　　　　　　　　　　　　事

1 木 9 : 00 9月補正予算査定 新城 本庁舎 政策会議室

2 金

3 土 8 ： 30 第19回夏季新城市民体育大会総合開会式 新城 鬼久保ふれあい広場

10 ： 30 第8回新城市平和祈念式典 新城 新城文化会館

4 日

5 月 16 ： 30 鳥獣慰霊祭 新城 桜淵公園内

17 ： 00 新城市猟友会総会 新城 新城観光ホテル

6 火 9 ： 00 東三河市町村長会議（Web会議） 新城 本庁舎 政策会議室

15 ： 30 愛知県産業立地セミナー2024 IN 大阪 大阪 ホテルグランヴィア大阪

7 水 10 ： 00 県・市懇談会 名古屋 アイリス愛知

18 ： 00 豊川駐屯地「納涼夏まつり」 豊川 豊川訓練場内

8 木

9 金 19 ： 00 新城市高校生海外派遣壮行会 新城 本庁舎 災害対策本部室3

10 土

11 日

12 月

13 火 19 ： 30 新城納涼花火大会 新城 桜淵公園

14 水

15 木 11 ： 50 愛知県戦没者追悼式 名古屋 ウィルあいち

16 金 13 ： 30 新城市功労者表彰審査会 新城 本庁舎 政策会議室

17 土 13 ： 00 第33回新城薪能 新城 新城文化会館

13 ： 30 新城ふるさと応援隊総会 新城 本庁舎 政策会議室

18 日

19 月 19 ： 00 第5回若者議会（中間報告） 新城 本庁舎 4階会議室

20 火 14 ： 30 愛知県市長会市長セミナー 群馬 高崎市、富岡市

21 水 9 ： 30 愛知県市長会市長セミナー 群馬 高崎市、富岡市

22 木

23 金 9 ： 00 市政経営会議 新城 本庁舎 政策会議室

12 ： 30 令和6年度少年の主張　愛知県大会 新城 新城文化会館

24 土

25 日

26 月 10 ： 00 議案説明会 新城 東庁舎 議場

11 ： 00 定例議員報告会（兼臨時） 新城 東庁舎 委員会室

14 ： 00 定例記者懇談会（兼臨時） 新城 本庁舎 政策会議室

27 火 9 ： 00 政策検討会議 新城 本庁舎 政策会議室

28 水 9 ： 00 部長会議 新城 本庁舎 政策会議室

14 ： 00 愛知県市長会役員会 名古屋 自治センター

18 ： 00 新城市総合計画審議会 新城 本庁舎 政策会議室

29 木

30 金

31 土

令和6年 8月

令和6年7月18日

時　　間 場　　　　　所


